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＊今後とりあげてほしいご質問等がございましたら、shakaihoken_well@toyobo.jp までメールしてください。

年金講座（その76）

（注意）支給開始年齢に到達しても、在職中で厚生年金の被保険者である場合は、在職老齢年金の取り扱いにより、一部または全部が停止されます。失業保険受給中は全額停止されます。

特別支給の老齢厚生年金特別支給の老齢厚生年金
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特例に関係なく、60歳から満額支給。

特例は適用されない。

　被保険者期間が44年になった時
点で、定額部分の支給開始年齢に関
係なく、定額部分が支給開始される。

　60歳時点で、44年以上加入して
いた場合は、60歳から報酬比例部分
と定額部分の両方が支給される。

　被保険者期間が44年になった時
点で、定額部分が支給開始される。
　ただし、報酬比例部分の支給開始
年齢に到達していることが条件。

男　性
昭16.4.1 以前
　　　　　生まれ

昭21.4.1 以前
　　　　　生まれ

昭16.4.2～
昭 18.4.1 生まれ

昭21.4.2～
昭 23.4.1 生まれ

昭18.4.2～
昭 20.4.1 生まれ

昭23.4.2～
昭 25.4.1 生まれ

昭20.4.2～
昭 22.4.1 生まれ

昭25.4.2～
昭 27.4.1 生まれ

昭22.4.2～
昭 24.4.1 生まれ

昭27.4.2～
昭 29.4.1 生まれ

昭24.4.2～
昭 28.4.1 生まれ

昭29.4.2～
昭 33.4.1 生まれ

昭28.4.2～
昭 30.4.1 生まれ

昭33.4.2～
昭 35.4.1 生まれ

昭30.4.2～
昭 32.4.1 生まれ

昭35.4.2～
昭 37.4.1 生まれ

昭32.4.2～
昭 34.4.1 生まれ

昭37.4.2～
昭 39.4.1 生まれ

昭34.4.2～
昭 36.4.1 生まれ

昭39.4.2～
昭 41.4.1 生まれ

昭36.4.2 以降
　　　　　生まれ

昭41.4.2 以降
　　　　　生まれ

女　性男　性 女　性

42 2年 年

▼入社（18歳） ▼60歳 ▼62歳

【通常の支給開始年齢の場合】
▼60歳 ▼65歳 終身▼ 終身▼

報酬比例部分 老齢厚生年金

老齢基礎年金

配偶者が65歳になるまで

【長期加入者の特例に該当した場合】
▼60歳 ▼62歳 ▼65歳

報酬比例部分 老齢厚生年金

老齢基礎年金定額部分

加給年金

定額部分

加給年金加給年金加給年金

配偶者が65歳になるまで

Q

A 　厚生年金保険に44年以上加入した場合、「長期加入者」に該当し、報酬比例部分と定額部分の両方が支給
されます。報酬比例部分の支給開始年齢時点で、44年以上加入していた場合は、報酬比例部分と定額部分
が同時に支給開始されます。
　あなたの場合、60歳（報酬比例部分の支給開始年齢）時点では42年の加入ですので、引き続き厚生年金
保険に加入すると、62歳で44年加入となり、定額部分が支給開始になります。ただし、支給開始には、厚
生年金保険に加入していないことが条件ですので、62歳以降も引き続き在職し、厚生年金保険に加入する
場合は、定額部分は支給開始されません。
　また定額部分が支給開始になると配偶者の加給年金も支給開始になります。

　私は、昭和25年3月生まれの男性で、昭和43年3月に18歳で入社し、60歳以降も引き続き、厚生年金
保険に加入して働いています。現在、報酬比例部分の年金のみ支給開始年齢に到達していますが、老齢厚生
年金の長期加入者の特例に該当した場合は、定額部分の年金も支給開始されるとうかがいました。長期加入
者の特例について教えてください。

老齢厚生年金の支給開始年齢 長期加入者の特例を適用した場合
の支給開始年齢

長期加入者の特例を受けるための条件（すべてに該当すること）

★例題の場合
【厚生年金保険の加入期間】

報酬比例部分は従来どおり60歳から支給開始（ただし、在職中なので、年
金の全部または一部が支給停止されることもある）。

給支、は分部額定、は合場るいてし入加に険保金年生厚りよに職在、降以歳26 　＞意注＜
開始とならない（特例に該当しない）。

　44年以上加入していても、厚生年金保険に加入して在職している間は、長期加入者の特例は適用されません。

　年金の支給開始年齢に到達していることが条件ですので、60歳時点で44年以上加入していても、報酬比例部分の支給開始年
齢が61歳の場合、61歳から報酬比例部分と定額部分の両方が支給開始になります。

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、
配偶者がいる場合、定額部分が支給される時点
から、加給年金が加算されます。
配偶者が65歳になるまで支給されます。

配偶者の恒常的な年収が850万円以上ある場合。
年02に合組済共はたま、険保金年生厚が身自者偶配 

以上加入し、配偶者自身の年金が支給された場合。

厚生年金保険の長期加入者の特例ついて




